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（総 則） 

第１条 県は、土地区画整理事業の推進を支援するため、市町村が行う土地区画整理事業の起債償

還金に対して、予算の範囲内で、当該市町村に岐阜県特定基盤整備推進交付金（以下、「交付金」

という）を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和57年岐阜県

規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（交付対象事業等） 

第２条 交付金の交付の対象となる事業及び経費並びに交付金の額は、次のとおりとする。 

 

交付対象事業 交付対象経費 交付金の額 

土地区画整

理事業 

国の補正予算におけ

る補助を受けて施行

する土地区画整理事

業の起債償還に要す

る経費 

元金(起債の負担増加分)と利子相当額(元金に係る利子

額)の合計額 

元金限度額:国庫補助対象事業費×通常の継足補助率

×起債充当率×(1－交付税算入率) 

起債充当率:100/100 

交付税算入率:80/100 

注１）通常の継足補助率は､岐阜県土地区画整理事業､市街地再開発事業及び街並み･まちづくり総合

支援事業補助金交付要綱別表１の(2)アに定める補助率とする｡ 

 

（交付金の交付申請、実績報告） 

第３条 交付金の交付申請書（実績報告）は、別記第１号様式のとおりとし、その添付書類は次の

とおりとする。 

一 事業計画書（国土交通省都市・地域整備局所管の国庫補助金交付申請に準ずる様式による。） 

二 交付金算定表（別記第２号様式） 

三 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の提出期限は、事業実施年度の翌年度の３月末日までとする。ただし、当該事業

が次年度への繰越事業であるときは、地方債借入後速やかに提出しなければならない。 

 

（交付金の額の決定、確定及び交付の時期） 

第４条 知事は、前条の書類を受理したときは、速やかに審査を行い、その内容が適当であると認

めたときは、交付すべき交付金の額を、交付決定書（別記３号様式）により市町村長に通知する

ものとする。 

２ 知事は、提出された申請書に基づき交付金を交付するが、交付年度は、事業実施年度の翌年度

とする。ただし、繰越事業に係る交付金の交付年度は、事業完了年度の翌年とする。 
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（交付金の交付の条件等） 

第５条 交付金の交付を決定する場合に付ける条件は、規則第６条第１号から第４号までに掲げる

事項とする。 

 

（交付金の請求） 

第６条 交付金の請求書の様式は、別記第４号様式のとおりとする。 

 

（交付金の返還） 

第７条 交付金の交付以降、会計検査、財産処分等の理由により国庫補助金の返還、起債の繰上償

還が発生した場合は、交付金算定方法をもとに相当額を計算し県に返還するものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第８条 規則第21条第２号及び第３号に規定する財産は、国土交通省所管補助金等交付規則（平成12

年総理府・建設省令第９号。以下「省令」という。）別表第２に掲げる財産とする。 

２ 規則第21条ただし書の知事が定める期間は、省令別表第３に掲げる期間とする。 

 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第９条 規則第22条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、交付を受けた年度の翌年度以降５年間

とする。 

 

（書類の経由） 

第10条  この要綱に基づき提出する書類は、所管の建設事務所長を経由しなければならない。 

 

附  則（平成13年１月９日決裁） 

この要綱は、平成11年度事業に係る起債償還金について適用する。 
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別記 

第１号様式（第３条関係） 

 

                                                                  第         号 

                                                                  平成  年  月  日 

 

 

  岐阜県知事  様 

 

 

市町村長    印 

 

 

 

                 年度岐阜県特定基盤整備推進交付金交付申請書（実績報告） 

 

 

 別添事業計画書に基づき実施した平成11年度土地区画整理事業について、岐阜県特定基盤整備推

進交付金を受けたいので、岐阜県補助金等交付規則第４条及び第13条の規定により、下記のとおり

申請、報告します。 

 

 

 

                                            記 

 

 

 

                          交付申請額            円 
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別記 

第２号様式（第３条関係） 

 

 

 

交 付 金 算 定 表 

 

                                      （単位 円） 

国庫補助対象事業費元金に相当する額 左記の利子に相当する額 備  考 

    

 

注１）備考欄には、通常の継足補助率、起債の借入先、起債償還期間、措置期間、利率等を    

記載すること。 

注２）元金に相当する額は、千円未満は切り捨てること。 
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別記 

第３号様式（第４条関係） 

 

                                                              街第        号 

                                                              平成  年  月  日 

 

 

 

様 

 

 

岐阜県知事  梶原 拓 

 

 

 

               年度岐阜県特定基盤整備推進交付金の交付決定について 

 

 

  年  月  日付け   号で申請のあった岐阜県特定基盤整備推進交付金につきましては、

土地区画整理事業に係る岐阜県特定基盤整備推進交付金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり交

付することに決定し、交付額を確定しましたので通知します。 

 

 

 

                                            記 

 

 

 

交付金の額                 円 
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別記 

第４号様式（第６条関係） 

 

 

                                                              第         号 

                                                              平成  年  月  日 

 

 

岐阜県知事  様 

 

 

                                                                  市町村長   印 

 

 

 

                        年度岐阜県特定基盤整備推進交付金の請求書 

 

 

  年  月  日付け街第   号で交付金の交付決定を受けた岐阜県特定基盤整備推進交付金

については、下記金額を交付されたく請求します。 

 

 

 

                                            記 

 

 

 

金                  円 

 


